
平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 19 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情

報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１８に係る主務省令第１３条第２項に記載されている事務を処理するために情報連携できる特

定個人情報は、道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民票関係情報に限られている。 

しかし、当該事務を処理するに当たっては、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の連

携が必要となるため、これらの特定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法第２８条では実費徴収が可能ではあるが、実費を徴収するか否か、さらに経済的理由によりその費

用を負担が出来ないと認める要件も市町村の裁量にまかされている。しかしながら、経済的理由により負担でき

ない者（実費徴収をしない者）については、市町村民税に関する情報のみではなく、生活保護関係情報や中国

残留邦人等支援給付等関係情報を鑑みながら、判断している事例が多いと考える。そのため、経済的理由によ

り実費負担ができない者の資格確認ができないと、生活困窮者と考えられる者へさらに予防接種費用を負担さ

せることになるため、接種率の低下が起こり、ひいては感染症の発生及びまん延防止の効果が軽減すると考え

る。 

なお、予防接種法の逐条解説においても、「経済的理由により負担できない者の数については、市町村民税の

課税状況や生活保護世帯数等を勘案して、概ね全体の２割から３割程度が想定されている」と記載があるにも

かかわらず、番号法で情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・経済的理由により実費負担ができない者の資格確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を

受けやすい環境が容易に整えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止

につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１３条第２号 
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、大治町、伊丹市、加古川市、福岡県、那珂川町、志免町、須恵町、新

宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春

町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、

江北町、長崎県、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、玉東町、南関町、和水

町、菊陽町、南阿蘇村、氷川町、津奈木町、錦町、大分県、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、三股

町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、

美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、東串良町、錦江町、南

大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天

城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、西原町、座間味村、南大東村、

北大東村、伊是名村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○予防接種に係る実費徴収の際に、生活保護を受給されている方等については負担を免除しているが、現在

は生活保護を受給されている方に生活保護受給証明書の提出を求めている。住民の方の負担を軽減するため

にも、生活保護関係情報等を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当町においては 101 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○予防接種に係る実費徴収事務において生活保護関係情報等が必要であり、行政の事務の効率化及び住民

の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要である。 

○当市では経済的理由により費用負担ができない者を生活保護世帯の者としている。当該事例については関

係所管課への照会や被接種者本人からの受給者証等の証明書類の提示を求めることで対応しているが、本件

について規制が緩和された場合は、事務処理の円滑化が期待できる。 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める

事務及び情報を定める命令第 13 条第２号イで規定されている「予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者」

に「当該者と同一の世帯に属する者」を加えてほしい。当市では、予防接種法第 28 条ただし書きに基づく実費

の徴収を行わない者として、予防接種を受けた者の世帯員全員の市町村民税課税状況を確認している。しか

し、現行の情報連携では、予防接種を受けた者又は当該者の保護者以外の税情報が確認できない。同条のい

う「経済的理由により、その費用を負担することができない」者を決定するに当たり、本人や保護者のみの課税

状況で判断することは公平性に欠け適切ではないと解する。他の法律に基づく事務においては「当該者と同一

の世帯に属する者」の情報連携が認められているものも多数あることから、当該事務についても同様の措置を

望むものである。 

○生活保護に関する事務の権限は県にあるため、本人からの申請の際に照会の同意を得てから確認している

ので、事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○本市では高齢者肺炎球菌及びインフルエンザワクチンの接種について、生活保護受給者及び中国残留邦人

等支援給付対象者は費用の免除対象者となるため、特定個人情報の利用が可能となることになることにより、

利便性の向上に寄与すると考える。 

○生活保護受給証明書の提出は求めていないが、保健センターと１キロほど離れた本庁舎の担当課に受給資

格の有無を文書で照会しているため、事務処理に時間を要することもあり負担となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、予防接種法による実費の徴収の決定に関する事務における生活保護関係情報及び中

国残留邦人等支援給付等関係情報の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、それらが認め

られるのであれば、情報連携に向けた必要な対応を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第１次回答 

 

管理番号 19 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情

報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１８に係る主務省令第１３条第２項に記載されている事務を処理するために情報連携できる特

定個人情報は、道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民票関係情報に限られている。 

しかし、当該事務を処理するに当たっては、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の連

携が必要となるため、これらの特定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法第２８条では実費徴収が可能ではあるが、実費を徴収するか否か、さらに経済的理由によりその費

用を負担が出来ないと認める要件も市町村の裁量にまかされている。しかしながら、経済的理由により負担でき

ない者（実費徴収をしない者）については、市町村民税に関する情報のみではなく、生活保護関係情報や中国

残留邦人等支援給付等関係情報を鑑みながら、判断している事例が多いと考える。そのため、経済的理由によ

り実費負担ができない者の資格確認ができないと、生活困窮者と考えられる者へさらに予防接種費用を負担さ

せることになるため、接種率の低下が起こり、ひいては感染症の発生及びまん延防止の効果が軽減すると考え

る。 

なお、予防接種法の逐条解説においても、「経済的理由により負担できない者の数については、市町村民税の

課税状況や生活保護世帯数等を勘案して、概ね全体の２割から３割程度が想定されている」と記載があるにも

かかわらず、番号法で情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・経済的理由により実費負担ができない者の資格確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を

受けやすい環境が容易に整えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止

につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１３条第２号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 
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矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、大治町、伊丹市、加古川市、福岡県、那珂川町、志免町、須恵町、新

宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春

町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、

江北町、長崎県、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、玉東町、南関町、和水

町、菊陽町、南阿蘇村、氷川町、津奈木町、錦町、大分県、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、三股

町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、

美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、東串良町、錦江町、南

大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天

城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、西原町、座間味村、南大東村、

北大東村、伊是名村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○予防接種に係る実費徴収の際に、生活保護を受給されている方等については負担を免除しているが、現在

は生活保護を受給されている方に生活保護受給証明書の提出を求めている。住民の方の負担を軽減するため

にも、生活保護関係情報等を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当町においては 101 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○予防接種に係る実費徴収事務において生活保護関係情報等が必要であり、行政の事務の効率化及び住民

の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要である。 

○当市では経済的理由により費用負担ができない者を生活保護世帯の者としている。当該事例については関

係所管課への照会や被接種者本人からの受給者証等の証明書類の提示を求めることで対応しているが、本件

について規制が緩和された場合は、事務処理の円滑化が期待できる。 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める

事務及び情報を定める命令第 13 条第２号イで規定されている「予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者」

に「当該者と同一の世帯に属する者」を加えてほしい。当市では、予防接種法第 28 条ただし書きに基づく実費

の徴収を行わない者として、予防接種を受けた者の世帯員全員の市町村民税課税状況を確認している。しか

し、現行の情報連携では、予防接種を受けた者又は当該者の保護者以外の税情報が確認できない。同条のい

う「経済的理由により、その費用を負担することができない」者を決定するに当たり、本人や保護者のみの課税

状況で判断することは公平性に欠け適切ではないと解する。他の法律に基づく事務においては「当該者と同一

の世帯に属する者」の情報連携が認められているものも多数あることから、当該事務についても同様の措置を

望むものである。 

○生活保護に関する事務の権限は県にあるため、本人からの申請の際に照会の同意を得てから確認している

ので、事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○本市では高齢者肺炎球菌及びインフルエンザワクチンの接種について、生活保護受給者及び中国残留邦人

等支援給付対象者は費用の免除対象者となるため、特定個人情報の利用が可能となることになることにより、

利便性の向上に寄与すると考える。 

○生活保護受給証明書の提出は求めていないが、保健センターと１キロほど離れた本庁舎の担当課に受給資

格の有無を文書で照会しているため、事務処理に時間を要することもあり負担となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、予防接種法による実費の徴収の決定に関する事務における生活保護関係情報及

び中国残留邦人等支援給付等関係情報の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、そ

れらが認められるのであれば、情報連携に向けた必要な対応を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 19 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情

報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１８に係る主務省令第１３条第２項に記載されている事務を処理するために情報連携できる特

定個人情報は、道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民票関係情報に限られている。 

しかし、当該事務を処理するに当たっては、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報の連

携が必要となるため、これらの特定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法第２８条では実費徴収が可能ではあるが、実費を徴収するか否か、さらに経済的理由によりその費

用を負担が出来ないと認める要件も市町村の裁量にまかされている。しかしながら、経済的理由により負担でき

ない者（実費徴収をしない者）については、市町村民税に関する情報のみではなく、生活保護関係情報や中国

残留邦人等支援給付等関係情報を鑑みながら、判断している事例が多いと考える。そのため、経済的理由によ

り実費負担ができない者の資格確認ができないと、生活困窮者と考えられる者へさらに予防接種費用を負担さ

せることになるため、接種率の低下が起こり、ひいては感染症の発生及びまん延防止の効果が軽減すると考え

る。 

なお、予防接種法の逐条解説においても、「経済的理由により負担できない者の数については、市町村民税の

課税状況や生活保護世帯数等を勘案して、概ね全体の２割から３割程度が想定されている」と記載があるにも

かかわらず、番号法で情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・経済的理由により実費負担ができない者の資格確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を

受けやすい環境が容易に整えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止

につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１３条第２号 
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、大治町、伊丹市、加古川市、福岡県、那珂川町、志免町、須恵町、新

宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春

町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、

江北町、長崎県、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、玉東町、南関町、和水

町、菊陽町、南阿蘇村、氷川町、津奈木町、錦町、大分県、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、三股

町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、

美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、三島村、十島村、さつま町、長島町、湧水町、東串良町、錦江町、南

大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天

城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、西原町、座間味村、南大東村、

北大東村、伊是名村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○予防接種に係る実費徴収の際に、生活保護を受給されている方等については負担を免除しているが、現在

は生活保護を受給されている方に生活保護受給証明書の提出を求めている。住民の方の負担を軽減するため

にも、生活保護関係情報等を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当町においては 101 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○予防接種に係る実費徴収事務において生活保護関係情報等が必要であり、行政の事務の効率化及び住民

の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要である。 

○当市では経済的理由により費用負担ができない者を生活保護世帯の者としている。当該事例については関

係所管課への照会や被接種者本人からの受給者証等の証明書類の提示を求めることで対応しているが、本件

について規制が緩和された場合は、事務処理の円滑化が期待できる。 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める

事務及び情報を定める命令第 13 条第２号イで規定されている「予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者」

に「当該者と同一の世帯に属する者」を加えてほしい。当市では、予防接種法第 28 条ただし書きに基づく実費

の徴収を行わない者として、予防接種を受けた者の世帯員全員の市町村民税課税状況を確認している。しか

し、現行の情報連携では、予防接種を受けた者又は当該者の保護者以外の税情報が確認できない。同条のい

う「経済的理由により、その費用を負担することができない」者を決定するに当たり、本人や保護者のみの課税

状況で判断することは公平性に欠け適切ではないと解する。他の法律に基づく事務においては「当該者と同一

の世帯に属する者」の情報連携が認められているものも多数あることから、当該事務についても同様の措置を

望むものである。 

○生活保護に関する事務の権限は県にあるため、本人からの申請の際に照会の同意を得てから確認している

ので、事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○本市では高齢者肺炎球菌及びインフルエンザワクチンの接種について、生活保護受給者及び中国残留邦人

等支援給付対象者は費用の免除対象者となるため、特定個人情報の利用が可能となることになることにより、

利便性の向上に寄与すると考える。 

○生活保護受給証明書の提出は求めていないが、保健センターと１キロほど離れた本庁舎の担当課に受給資

格の有無を文書で照会しているため、事務処理に時間を要することもあり負担となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務において、生活保護関係情報及び中国残留邦人

等支援給付等関係情報との情報連携を可能とすることについては、別の行政分野では当該情報が情報連携の

対象となっていることを踏まえ、これらの情報との連携が事務処理に与える影響を確認しつつ、関係部局、関係

省庁が連携の上、法改正の必要性等を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 20 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による予防接種の実施に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１６の２の項に係る主務省令第１２条の２に記載されている事務を処理するために情報連携でき

る特定個人情報は、予防接種に関する記録に関する情報がある。 

しかし、予防接種の実施にあたり、予防接種法施行令で定める B 類疾病の対象者のうち、６０歳以上６５歳未満

の対象者選定を行うに当たっては、身体障害者手帳の交付に関する情報の連携が必要となるため、これらの特

定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めているが、障害の

程度を確認するためには身体障害者手帳の交付に関する情報を確認することが、対象者選定を行うに当たって

も適切であると考える。政令に記載されている資格要件を確認するために、毎度、身体障害者手帳を提示しても

らうことは住民にとって負担である。 

また、厚生労働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害

程度等級１級に相当します」と記載されているにも関わらず、情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・適切な資格要件の確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を受けやすい環境を容易に整

えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１２条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、刈谷市、大治町、伊丹市、山口県、防府市、美祢市、福岡県、直方

市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰

府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市 、嘉麻市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、須恵町、新宮町、

芦屋町、水巻町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、糸田町、川
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崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、唐津市、多久市、伊万里市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、基山

町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、長崎県、島原市、諫早市、大村市、平戸市、対馬

市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、

菊池市、宇土市、玉東町、南関町、和水町、南阿蘇村、津奈木町、錦町、大分県、中津市、日田市、豊後高田

市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、都城市、延岡市、日南

市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良

村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、鹿児島県、

鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いち

き串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、

湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬

戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、沖縄県、浦添市、豊見城市、

うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、座間味村、南大東村、北大東村、伊是名

村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、南風原町、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○身体障害者手帳１級を所持されている方についてＢ類疾病の予防接種の対象者としており、予防接種の際に

は身体障害者手帳の持参を求めている。住民の方の負担を軽減するためにも、身体障害者手帳の交付に関す

る情報を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当県内の３市１町において、計 123 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○現在、当市においては、障害者福祉の担当課へ案件ごとに照会を行うことで対応している。本件の規制緩和

が行われた場合、事務処理の円滑化が期待される。 

○予防接種の実施において、Ｂ類疾病に係る予防接種の対象者を把握する際に身体障害者手帳の提示を求め

ることになるが、手帳を持参いただく市民及び手帳の記載内容を確認する市担当者双方に手間がかかっている

のが現状である。提案のような情報連携が可能となれば、市民の利便性の向上及び市の事務処理の効率化が

図られると考えている。 

○障害者手帳に関する事務の権限は県にあるため、本人からの障害者手帳の提示により確認しているので、

事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○情報連携により身体障害者手帳に関する情報を確認することが可能となれば，窓口で手帳を提示させること

がなくなり市民サービスの向上に繋がることから，上記制度改正は必要なものであると考える。 

○予防接種の実施に関する事務において身体障害者手帳の交付に関する情報が必要であり、行政の事務の

効率化及び住民の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要であ

る。 

○予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めており、厚生労

働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級

に相当します」と記載されている。 

障害の程度を確認するためには身体障害者手帳の情報を確認することが、最も適切であると考えるが、接種時

に身体障害者手帳を持参されていない場合もあり、対象者であることを確認するために情報照会ができるとよ

い。 

※60 歳以上 65 歳未満の接種者数（平成 28 年度 インフルエンザ：17 件、肺炎球菌：0 件） 

○身体障害者情報は本庁舎の担当課で把握しているために即時で資格を確認するには障害者手帳の提示を

求めるしか方法がなく、町民及びその手帳を確認する保健センター職員の双方に負担が生じている。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、予防接種法による予防接種の実施に関する事務における障害者関係情報の必要性や

当該事務の効率性などについて検討する必要があり、それらが認められるのであれば、情報連携に向けた必要な対

応を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第１次回答 

 

管理番号 20 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による予防接種の実施に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１６の２の項に係る主務省令第１２条の２に記載されている事務を処理するために情報連携でき

る特定個人情報は、予防接種に関する記録に関する情報がある。 

しかし、予防接種の実施にあたり、予防接種法施行令で定める B 類疾病の対象者のうち、６０歳以上６５歳未満

の対象者選定を行うに当たっては、身体障害者手帳の交付に関する情報の連携が必要となるため、これらの特

定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めているが、障害の

程度を確認するためには身体障害者手帳の交付に関する情報を確認することが、対象者選定を行うに当たって

も適切であると考える。政令に記載されている資格要件を確認するために、毎度、身体障害者手帳を提示しても

らうことは住民にとって負担である。 

また、厚生労働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害

程度等級１級に相当します」と記載されているにも関わらず、情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・適切な資格要件の確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を受けやすい環境を容易に整

えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１２条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、刈谷市、大治町、伊丹市、山口県、防府市、美祢市、福岡県、直方

市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰

府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市 、嘉麻市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、須恵町、新宮町、

芦屋町、水巻町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、糸田町、川
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崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、唐津市、多久市、伊万里市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、基山

町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、長崎県、島原市、諫早市、大村市、平戸市、対馬

市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、

菊池市、宇土市、玉東町、南関町、和水町、南阿蘇村、津奈木町、錦町、大分県、中津市、日田市、豊後高田

市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、都城市、延岡市、日南

市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良

村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、鹿児島県、

鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いち

き串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、

湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬

戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、沖縄県、浦添市、豊見城市、

うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、座間味村、南大東村、北大東村、伊是名

村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、南風原町、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○身体障害者手帳１級を所持されている方についてＢ類疾病の予防接種の対象者としており、予防接種の際に

は身体障害者手帳の持参を求めている。住民の方の負担を軽減するためにも、身体障害者手帳の交付に関す

る情報を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当県内の３市１町において、計 123 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○現在、当市においては、障害者福祉の担当課へ案件ごとに照会を行うことで対応している。本件の規制緩和

が行われた場合、事務処理の円滑化が期待される。 

○予防接種の実施において、Ｂ類疾病に係る予防接種の対象者を把握する際に身体障害者手帳の提示を求め

ることになるが、手帳を持参いただく市民及び手帳の記載内容を確認する市担当者双方に手間がかかっている

のが現状である。提案のような情報連携が可能となれば、市民の利便性の向上及び市の事務処理の効率化が

図られると考えている。 

○障害者手帳に関する事務の権限は県にあるため、本人からの障害者手帳の提示により確認しているので、

事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○情報連携により身体障害者手帳に関する情報を確認することが可能となれば，窓口で手帳を提示させること

がなくなり市民サービスの向上に繋がることから，上記制度改正は必要なものであると考える。 

○予防接種の実施に関する事務において身体障害者手帳の交付に関する情報が必要であり、行政の事務の

効率化及び住民の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要であ

る。 

○予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めており、厚生労

働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級

に相当します」と記載されている。 

障害の程度を確認するためには身体障害者手帳の情報を確認することが、最も適切であると考えるが、接種時

に身体障害者手帳を持参されていない場合もあり、対象者であることを確認するために情報照会ができるとよ

い。 

※60 歳以上 65 歳未満の接種者数（平成 28 年度 インフルエンザ：17 件、肺炎球菌：0 件） 

○身体障害者情報は本庁舎の担当課で把握しているために即時で資格を確認するには障害者手帳の提示を

求めるしか方法がなく、町民及びその手帳を確認する保健センター職員の双方に負担が生じている。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、予防接種法による予防接種の実施に関する事務における障害者関係情報の必要

性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、それらが認められるのであれば、情報連携に向けた

必要な対応を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 20 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

予防接種法による予防接種の実施に関する事務において情報連携により照会可能な特定個人情報の追加 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、情報連携が必要な事務

について別表第２で整理がされている。 

別表第２の項番１６の２の項に係る主務省令第１２条の２に記載されている事務を処理するために情報連携でき

る特定個人情報は、予防接種に関する記録に関する情報がある。 

しかし、予防接種の実施にあたり、予防接種法施行令で定める B 類疾病の対象者のうち、６０歳以上６５歳未満

の対象者選定を行うに当たっては、身体障害者手帳の交付に関する情報の連携が必要となるため、これらの特

定個人情報も利用できるよう緩和をお願いする。 

 

具体的な支障事例 

予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めているが、障害の

程度を確認するためには身体障害者手帳の交付に関する情報を確認することが、対象者選定を行うに当たって

も適切であると考える。政令に記載されている資格要件を確認するために、毎度、身体障害者手帳を提示しても

らうことは住民にとって負担である。 

また、厚生労働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害

程度等級１級に相当します」と記載されているにも関わらず、情報照会できないのは矛盾している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

・適切な資格要件の確認が、情報連携により実施できるようになれば、予防接種を受けやすい環境を容易に整

えられ、ひいては予防接種の本来の目的である、感染症の発生及びまん延の防止につながる。 

 

根拠法令等 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令第１２条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

矢巾町、ひたちなか市、川崎市、島田市、刈谷市、大治町、伊丹市、山口県、防府市、美祢市、福岡県、直方

市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰

府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市 、嘉麻市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、須恵町、新宮町、

芦屋町、水巻町、岡垣町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、糸田町、川
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崎町、大任町、赤村、福智町、佐賀県、唐津市、多久市、伊万里市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、基山

町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、長崎県、島原市、諫早市、大村市、平戸市、対馬

市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々町、熊本県、熊本市、

菊池市、宇土市、玉東町、南関町、和水町、南阿蘇村、津奈木町、錦町、大分県、中津市、日田市、豊後高田

市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町、宮崎県、都城市、延岡市、日南

市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良

村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、鹿児島県、

鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いち

き串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、長島町、

湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬

戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、沖縄県、浦添市、豊見城市、

うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、今帰仁村、恩納村、中城村、座間味村、南大東村、北大東村、伊是名

村、八重瀬町、竹富町、与那国町、大宜味村、南風原町、渡名喜村、伊平屋村、九州地方知事会 

 

○身体障害者手帳１級を所持されている方についてＢ類疾病の予防接種の対象者としており、予防接種の際に

は身体障害者手帳の持参を求めている。住民の方の負担を軽減するためにも、身体障害者手帳の交付に関す

る情報を情報連携の項目に追加することが必要である。 

なお、昨年度は、当町においては 101 人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。 

○現在、当市においては、障害者福祉の担当課へ案件ごとに照会を行うことで対応している。本件の規制緩和

が行われた場合、事務処理の円滑化が期待される。 

○予防接種の実施において、Ｂ類疾病に係る予防接種の対象者を把握する際に身体障害者手帳の提示を求め

ることになるが、手帳を持参いただく市民及び手帳の記載内容を確認する市担当者双方に手間がかかっている

のが現状である。提案のような情報連携が可能となれば、市民の利便性の向上及び市の事務処理の効率化が

図られると考えている。 

○障害者手帳に関する事務の権限は県にあるため、本人からの障害者手帳の提示により確認しているので、

事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。 

○情報連携により身体障害者手帳に関する情報を確認することが可能となれば，窓口で手帳を提示させること

がなくなり市民サービスの向上に繋がることから，上記制度改正は必要なものであると考える。 

○予防接種の実施に関する事務において身体障害者手帳の交付に関する情報が必要であり、行政の事務の

効率化及び住民の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要であ

る。 

○予防接種法施行令では、B 類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めており、厚生労

働省のホームページ「インフルエンザ Q＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級

に相当します」と記載されている。 

障害の程度を確認するためには身体障害者手帳の情報を確認することが、最も適切であると考えるが、接種時

に身体障害者手帳を持参されていない場合もあり、対象者であることを確認するために情報照会ができるとよ

い。 

※60 歳以上 65 歳未満の接種者数（平成 28 年度 インフルエンザ：17 件、肺炎球菌：0 件） 

○身体障害者情報は本庁舎の担当課で把握しているために即時で資格を確認するには障害者手帳の提示を

求めるしか方法がなく、町民及びその手帳を確認する保健センター職員の双方に負担が生じている。 

 

各府省からの第１次回答 

予防接種法による予防接種の実施に関する事務において、障害者関係情報との情報連携を可能とすることに

ついては、当該情報との連携により、予防接種の事務に必要十分な情報が得られるか等、事務処理に与える影

響を確認しつつ、他部局、他省庁と連携の上、法改正の必要性等を検討する。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣官房 第１次回答 

 

管理番号 249 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定難病・小児慢性特定疾病医療費申請においてマイナンバー制度を活用した情報連携項目の追加 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収集可

能としていただきたい。 

①保険情報 

 （加入情報（受診者等が何の保険に加入しているのかに関する情報）） 

②収入情報 

 （障害年金関係情報） 

 

具体的な支障事例 

①保険情報 

 医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のため、国保組合・国保・後期高齢者保険

の場合、自己負担額決定には、医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提示を依頼し

ており、保険証の省略ができない。 

②収入情報 

 収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚

生労働省令で定める給付の把握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依頼しなければ

ならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間がかかる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の申請において、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報

の書類が不要となり、申請者の負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

児童福祉法第１９条の３，５ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条の７号 

別表第二 ９，１１９ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、福島県、川崎市、静岡県、豊橋市、滋賀県、高槻市、熊本県 

 

通番22-③
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○本県においても、次のとおり制度改正の必要性を考えている。 

①について 

 マイナンバーによる情報連携で、世帯情報やその世帯の保険情報が容易に取得できるようになれば、添付書

類の省略が可能となり、申請者の負担軽減につながる。 

②について 

 現在の手続きは煩雑なため、マイナンバーの連携による情報取得の早期実現が望ましい。 

○小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、医療保険上の世帯により自己負担上限額を決定しているた

め、国民健康保険組合に加入の場合は、世帯全員分の健康保険証の写しの提出を必要としており、また、年収

80 万円以下の市民税非課税世帯には、障害基礎年金や特別児童扶養手当の収入額を証明する書類の提出を

必要としている。そのため、番号制度による情報連携項目の追加が行われ、これらの保険情報や収入情報の連

携が可能となれば、提出必要書類が省略され、申請者の負担軽減につなげることが可能である。 

○本県においても収入情報を別途保険組合等に照会してる状況であり、一定の事務量が発生している。 

マイナンバー制度により取得できる項目が追加されれば、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の書類

が不要となり、申請者の負担が軽減されることから提案に同意する。 

 

各府省からの第１次回答 

ご提案の情報連携については、他部局、他省庁との連携の上、その実施の可否について、システム改修のため

の技術面、予算面、効率性等の観点から検討する。 

通番22-③
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 第１次回答 

 

管理番号 249 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定難病・小児慢性特定疾病医療費申請においてマイナンバー制度を活用した情報連携項目の追加 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収集可

能としていただきたい。 

①保険情報 

 （加入情報（受診者等が何の保険に加入しているのかに関する情報）） 

②収入情報 

 （障害年金関係情報） 

 

具体的な支障事例 

①保険情報 

 医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のため、国保組合・国保・後期高齢者保険

の場合、自己負担額決定には、医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提示を依頼し

ており、保険証の省略ができない。 

②収入情報 

 収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚

生労働省令で定める給付の把握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依頼しなければ

ならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間がかかる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の申請において、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報

の書類が不要となり、申請者の負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

児童福祉法第１９条の３，５ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条の７号 

別表第二 ９，１１９ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、福島県、川崎市、静岡県、豊橋市、滋賀県、高槻市、熊本県 

 

通番22-③
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○本県においても、次のとおり制度改正の必要性を考えている。 

①について 

 マイナンバーによる情報連携で、世帯情報やその世帯の保険情報が容易に取得できるようになれば、添付書

類の省略が可能となり、申請者の負担軽減につながる。 

②について 

 現在の手続きは煩雑なため、マイナンバーの連携による情報取得の早期実現が望ましい。 

○小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、医療保険上の世帯により自己負担上限額を決定しているた

め、国民健康保険組合に加入の場合は、世帯全員分の健康保険証の写しの提出を必要としており、また、年収

80 万円以下の市民税非課税世帯には、障害基礎年金や特別児童扶養手当の収入額を証明する書類の提出を

必要としている。そのため、番号制度による情報連携項目の追加が行われ、これらの保険情報や収入情報の連

携が可能となれば、提出必要書類が省略され、申請者の負担軽減につなげることが可能である。 

○本県においても収入情報を別途保険組合等に照会してる状況であり、一定の事務量が発生している。 

マイナンバー制度により取得できる項目が追加されれば、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の書類

が不要となり、申請者の負担が軽減されることから提案に同意する。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務の処理における保険情報や収入情

報の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、それらが認められるのであれば、情報連携に向

けた必要な対応を検討する。 

通番22-③

61



平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 第１次回答 

 

管理番号 249 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定難病・小児慢性特定疾病医療費申請においてマイナンバー制度を活用した情報連携項目の追加 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収集可

能としていただきたい。 

①保険情報 

 （加入情報（受診者等が何の保険に加入しているのかに関する情報）） 

②収入情報 

 （障害年金関係情報） 

 

具体的な支障事例 

①保険情報 

 医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のため、国保組合・国保・後期高齢者保険

の場合、自己負担額決定には、医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提示を依頼し

ており、保険証の省略ができない。 

②収入情報 

 収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚

生労働省令で定める給付の把握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依頼しなければ

ならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間がかかる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の申請において、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報

の書類が不要となり、申請者の負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

児童福祉法第１９条の３，５ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条の７号 

別表第二 ９，１１９ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、福島県、川崎市、静岡県、豊橋市、滋賀県、高槻市、熊本県 

 

通番22-③
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○本県においても、次のとおり制度改正の必要性を考えている。 

①について 

 マイナンバーによる情報連携で、世帯情報やその世帯の保険情報が容易に取得できるようになれば、添付書

類の省略が可能となり、申請者の負担軽減につながる。 

②について 

 現在の手続きは煩雑なため、マイナンバーの連携による情報取得の早期実現が望ましい。 

○小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、医療保険上の世帯により自己負担上限額を決定しているた

め、国民健康保険組合に加入の場合は、世帯全員分の健康保険証の写しの提出を必要としており、また、年収

80 万円以下の市民税非課税世帯には、障害基礎年金や特別児童扶養手当の収入額を証明する書類の提出を

必要としている。そのため、番号制度による情報連携項目の追加が行われ、これらの保険情報や収入情報の連

携が可能となれば、提出必要書類が省略され、申請者の負担軽減につなげることが可能である。 

○本県においても収入情報を別途保険組合等に照会してる状況であり、一定の事務量が発生している。 

マイナンバー制度により取得できる項目が追加されれば、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の書類

が不要となり、申請者の負担が軽減されることから提案に同意する。 

 

各府省からの第１次回答 

まず、厚生労働省において、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務の処理における保険情報や

収入情報の必要性や当該事務の効率性などについて検討する必要があり、それらが認められるのであれば、

情報連携に向けた必要な対応を検討する。 

通番22-③
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 249 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定難病・小児慢性特定疾病医療費申請においてマイナンバー制度を活用した情報連携項目の追加 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーによる情報連携で、指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務で、以下の項目を収集可

能としていただきたい。 

①保険情報 

（加入情報（受診者等が何の保険に加入しているのかに関する情報）） 

②収入情報 

（障害年金関係情報） 

 

具体的な支障事例 

①保険情報 

医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のため、国保組合・国保・後期高齢者保険の

場合、自己負担額決定には、医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提示を依頼して

おり、保険証の省略ができない。 

②収入情報 

収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚

生労働省令で定める給付の把握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依頼しなければ

ならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間がかかる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の申請において、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の

書類が不要となり、申請者の負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

児童福祉法第１９条の３，５ 

難病の患者に対する医療等に関する法律 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条の７号別表第二 ９，１１９ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、福島県、川崎市、静岡県、豊橋市、滋賀県、高槻市、熊本県 

 

通番22-③
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○本県においても、次のとおり制度改正の必要性を考えている。 

①について 

 マイナンバーによる情報連携で、世帯情報やその世帯の保険情報が容易に取得できるようになれば、添付書

類の省略が可能となり、申請者の負担軽減につながる。 

②について 

 現在の手続きは煩雑なため、マイナンバーの連携による情報取得の早期実現が望ましい。 

○小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、医療保険上の世帯により自己負担上限額を決定しているた

め、国民健康保険組合に加入の場合は、世帯全員分の健康保険証の写しの提出を必要としており、また、年収

80 万円以下の市民税非課税世帯には、障害基礎年金や特別児童扶養手当の収入額を証明する書類の提出を

必要としている。そのため、番号制度による情報連携項目の追加が行われ、これらの保険情報や収入情報の連

携が可能となれば、提出必要書類が省略され、申請者の負担軽減につなげることが可能である。 

○本県においても収入情報を別途保険組合等に照会してる状況であり、一定の事務量が発生している。 

マイナンバー制度により取得できる項目が追加されれば、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の書類

が不要となり、申請者の負担が軽減されることから提案に同意する。 

 

各府省からの第１次回答 

ご提案の情報連携については、他部局、他省庁との連携の上、その実施の可否について、システム改修のため

の技術面、予算面、効率性等の観点から検討する。 
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平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 最終的な調整結果 

 

管理番号 298 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情

報照会の実施 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規

定されている特定個人情報に制限されている。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように

規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい

ない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して照会できるように求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体

障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証

明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ

れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。 

〔療育手帳〕 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・児童扶養手当の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

〔外国人保護〕 

生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確

認。 

窓口における申請者の混乱の回避。 

通番22-③
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根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、静岡県、浜松市、豊田市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県 

 

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ

ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス

低下につながることが懸念される。 

〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所

持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。 

 番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活

保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自

に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略

できない。 

 同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ

ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情

報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

 マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の

提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して

情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお

いて規定されています。 

 同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所

管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された

うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。 

 法律に明確な根拠を持たない事務について、マイナンバー法に規定し情報連携を可能とすることは、国民の個

人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念に反するものであり、困難であると考えます。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

【療育手帳について】 

 平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情報を情報連携

の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況については追って連絡する」と

ある。 

 地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得なければ、平

成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務を所管する厚生労働省と番

号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基づき独自利用事務とした療育手帳に関す

る情報について、情報連携の対象としていただきたい。 

【外国人保護について】 

 法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と同様に様々な

社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。 

 同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と調整している

ところと承知している。 

 外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識し、早急に関係

省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情報連携の対象としていただき

たい。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉県】 

 一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な回答を示して

いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすることが必要である

が、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に加えていくことはあり得る

との趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない事務について、マイナンバー法に位置

付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府において早急に検討いただきたい。 

○ 療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備すべきではな

いか。  

 また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関係情報につい

ては情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制度改正を検討すべきではな

いか。 

 これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

○療育手帳関係情報 

提案については、本来は事務の根拠法律があることを前提として、マイナンバーの利用をマイナンバー法に規

定した上で情報連携の対象とし得るものであるが、現在は事務の根拠法律がないため、一部の地方公共団体

が療育手帳交付の事務におけるマイナンバーの利用を条例に規定して利用事務としている状況である。 

療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事

務が混乱することのないよう、条例化している地方公共団体の状況を見ながら、現行のマイナンバー法別表第２

の規定に基づいて主務省令を整備する必要がある。 

なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団体に

おける総合運用テスト等が必要となる。 

○外国人生活保護関係情報 

国民の個人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念を踏まえ、事務の実施について法律に根

拠を持たない外国人生活保護関係情報は、情報連携の対象とすることは困難であると考える。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【内閣府】 

（８）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置を講ずる。 

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現

場の事務が混乱することのないよう、平成 29 年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定

める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：総務省、厚生労働省及び国土交通省） 

通番22-③

68



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 最終的な調整結果 

 

管理番号 298 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情

報照会の実施 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規

定されている特定個人情報に制限されている。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように

規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい

ない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して照会できるように求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体

障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証

明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ

れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。 

〔療育手帳〕 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・児童扶養手当の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

〔外国人保護〕 

生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確

認。 

窓口における申請者の混乱の回避。 
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根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、静岡県、浜松市、豊田市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県 

 

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ

ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス

低下につながることが懸念される。 

〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所

持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。 

 番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活

保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自

に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略

できない。 

 同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ

ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情

報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

（内閣府の回答を記載） 

 マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の

提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して

情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお

いて規定されています。 

 同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所

管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された

うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

【療育手帳について】 

 平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情報を情報連携

の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況については追って連絡する」と

ある。 

 地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得なければ、平

成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務を所管する厚生労働省と番

号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基づき独自利用事務とした療育手帳に関す

る情報について、情報連携の対象としていただきたい。 

【外国人保護について】 

 法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と同様に様々な

社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。 

 同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と調整している

ところと承知している。 

 外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識し、早急に関係

省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情報連携の対象としていただき

たい。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉県】 

 一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な回答を示して

いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすることが必要である

が、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に加えていくことはあり得る

との趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない事務について、マイナンバー法に位置

付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府において早急に検討いただきたい。 

○ 療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備すべきではな

いか。  

 また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関係情報につい

ては情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制度改正を検討すべきではな

いか。 

 これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

（内閣府の回答を記載） 

＜療育手帳関係情報＞ 

○ 提案については、本来は事務の根拠法律があることを前提として、マイナンバーの利用をマイナンバー法に

規定した上で情報連携の対象とし得るものであるが、現在は事務の根拠法律がないため、一部の地方公共団

体が療育手帳交付の事務におけるマイナンバーの利用を条例に規定して利用事務としている状況である。 

○ 療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場

の事務が混乱することのないよう、条例化している地方公共団体の状況を見ながら、現行のマイナンバー法別

表第２の規定に基づいて主務省令を整備する必要がある。 

○ なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団

体における総合運用テスト等が必要となる。 

＜外国人生活保護関係情報＞ 

○ 国民の個人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念を踏まえ、事務の実施について法律

に根拠を持たない外国人生活保護関係情報は、情報連携の対象とすることは困難であると考える。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【総務省】 

（10）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置を講ずる。 

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現

場の事務が混乱することのないよう、平成 29 年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定

める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：内閣府、厚生労働省及び国土交通省） 
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平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 最終的な調整結果 

 

管理番号 298 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情

報照会の実施 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規

定されている特定個人情報に制限されている。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように

規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい

ない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して照会できるように求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体

障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証

明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ

れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。 

〔療育手帳〕 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・児童扶養手当の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

〔外国人保護〕 

生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確

認。 

窓口における申請者の混乱の回避。 

通番22-③

72



 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、静岡県、浜松市、豊田市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県 

 

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ

ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス

低下につながることが懸念される。 

〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所

持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。 

 番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活

保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自

に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略

できない。 

 同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ

ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情

報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

（内閣府作成部分） 

 マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の

提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して

情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお

いて規定されています。 

 同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所

管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された

うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。 

(厚労省作成部分) 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報については、番号法別表

第二において規定されるものと承知しているが、療育手帳事務及び外国人保護のような法律に根拠を持たない

事務についてどのように規定するかについて、番号法を所管する内閣府にてご検討いただくことになるものと考

えている。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

【療育手帳について】 

 平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情報を情報連携

の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況については追って連絡する」と

ある。 

 地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得なければ、平

成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務を所管する厚生労働省と番

号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基づき独自利用事務とした療育手帳に関す

る情報について、情報連携の対象としていただきたい。 

【外国人保護について】 

 法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と同様に様々な

社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。 

 同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と調整している
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ところと承知している。 

 外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識し、早急に関係

省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情報連携の対象としていただき

たい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉県】 

 一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な回答を示して

いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすることが必要である

が、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に加えていくことはあり得る

との趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない事務について、マイナンバー法に位置

付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府において早急に検討いただきたい。 

○療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備すべきではない

か。  

 また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関係情報につい

ては情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制度改正を検討すべきではな

いか。 

 これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

＜療育手帳関係情報＞ 

○提案については、本来は事務の根拠法律があることを前提として、マイナンバーの利用をマイナンバー法に

規定した上で情報連携の対象とし得るものであるが、現在は事務の根拠法律がないため、一部の地方公共団

体が療育手帳交付の事務におけるマイナンバーの利用を条例に規定して利用事務としている状況である。 

○療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の

事務が混乱することのないよう、条例化している地方公共団体の状況を見ながら、現行のマイナンバー法別表

第２の規定に基づいて主務省令を整備する必要がある。 

○なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団体

における総合運用テスト等が必要となる。 

 

＜外国人生活保護関係情報＞ 

国民の個人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念を踏まえ、事務の実施について法律に根

拠を持たない外国人生活保護関係情報は、情報連携の対象とすることは困難であると考える。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【厚生労働省】 

（24）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅱ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置を講ずる。 

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現

場の事務が混乱することのないよう、平成 29 年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定

める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：内閣府、総務省及び国土交通省） 
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平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 最終的な調整結果 

 

管理番号 298 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情

報照会の実施 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規

定されている特定個人情報に制限されている。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように

規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい

ない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して照会できるように求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体

障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証

明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ

れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。 

〔療育手帳〕 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・児童扶養手当の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

〔外国人保護〕 

生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確

認。 

窓口における申請者の混乱の回避。 
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根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、静岡県、浜松市、豊田市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県 

 

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ

ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス

低下につながることが懸念される。 

〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所

持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。 

 番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活

保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自

に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略

できない。 

 同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ

ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情

報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

（内閣府の回答を記載） 

 マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の

提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して

情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお

いて規定されています。 

 同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所

管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された

うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

【療育手帳について】 

 平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情報を情報連携

の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況については追って連絡する」と

ある。 

 地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得なければ、平

成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務を所管する厚生労働省と番

号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基づき独自利用事務とした療育手帳に関す

る情報について、情報連携の対象としていただきたい。 

【外国人保護について】 

 法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と同様に様々な

社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。 

 同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と調整している

ところと承知している。 

 外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識し、早急に関係

省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情報連携の対象としていただき

たい。 
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各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉県】 

 一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な回答を示して

いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすることが必要である

が、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に加えていくことはあり得る

との趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない事務について、マイナンバー法に位置

付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府において早急に検討いただきたい。 

○ 療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備すべきではな

いか。  

 また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関係情報につい

ては情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制度改正を検討すべきではな

いか。 

 これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

（内閣府の回答を記載） 

○療育手帳関係情報 

提案については、本来は事務の根拠法律があることを前提として、マイナンバーの利用をマイナンバー法に規

定した上で情報連携の対象とし得るものであるが、現在は事務の根拠法律がないため、一部の地方公共団体

が療育手帳交付の事務におけるマイナンバーの利用を条例に規定して利用事務としている状況である。 

療育手帳関係情報を情報連携の対象とするためには、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事

務が混乱することのないよう、条例化している地方公共団体の状況を見ながら、現行のマイナンバー法別表第２

の規定に基づいて主務省令を整備する必要がある。 

なお、照会を希望する地方公共団体におけるシステム改修、国におけるシステム改修、全提供地方公共団体に

おける総合運用テスト等が必要となる。 

○外国人生活保護関係情報 

国民の個人情報保護に対する懸念に対応するマイナンバー法の理念を踏まえ、事務の実施について法律に根

拠を持たない外国人生活保護関係情報は、情報連携の対象とすることは困難であると考える。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【国土交通省】 

（17）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅰ）地方公共団体が９条２項に基づき実施する事務（独自利用事務）について、以下の措置を講ずる。 

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現

場の事務が混乱することのないよう、平成 29 年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定

める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：内閣府、総務省及び厚生労働省） 
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平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

内閣府 最終的な調整結果 

 

管理番号 252 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

法令及び事務処理要領に定める通知カードの券面事項の住所変更追記事務の廃止 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

住所変更による券面事項の追記は不要に改正する。（事務処理要領の改正） 

 

具体的な支障事例 

マイナンバー制度開始に伴い、通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に

追加された。 

従来の住民異動事務に追加されたこの追記事務は、様々な要因により住民異動が多い自治体では、作業の

量・時間において大きな負担となり、住民異動の多い時期は住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因とな

っている。 

繁忙期の１月～５月では、200～300 件/１日を処理し、1 件について世帯員 4 名であった場合、最大 1,200 枚の

追記が必要となる。追記するのは、通知カード以外にも住基カードや在留カードもあるため、追記事務は自治体

の大きな負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住所変更による券面事項の追記を不要にした場合、転入・転居などの事務作業のうち通知カードへの記載時間

が不要となるため、住民の待ち時間の短縮が期待される。また、住所異動が多い住民は、追記欄不足が頻繁に

発生し、通知カードの再交付が必要となるが、住所異動による追記が対象外となれば、再交付件数が抑えら

れ、発行及び送付にかかる経費の削減を図ることができる。 

マイナンバーカードは、本人確認書類となるため、変更事項の追記は必要と考えるが、通知カードは、本人確認

書類にはならない書類であり、他に本人確認書類の提示が必要であるため、住所異動まで厳格に記載する必

要性はないと考える。 

窓口事務の円滑な運用や、住民待ち時間の短縮や通知カード再発行にかかる経費の削減のため制度改正が

必要と考える。 

 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 7 条第５項 

通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領第２－３（２） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

いわき市、川越市、所沢市、桶川市、銚子市、柏市、八王子市、新宿区、文京区、練馬区、川崎市、松本市、東

海市、尾張旭市、津市、大阪市、高槻市、広島市、宇部市、下松市、山陽小野田市、八幡浜市、北九州市、大牟

田市、久留米市、大分市、中津市 
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○本市は，東京に近いベッドタウンの性格を持ち，住民異動の届出を毎年多く受けている。 

 制度開始により，通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に追加された

ことで，業務量及びその所要時間が大きな負担となり，住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因になってい

る。 

 また，窓口対応に要する時間が増えたことで，他の業務が業務時間内に終わらず，時間外勤務に繋がるケー

スも多く発生している。 

 本人確認に使用できない通知カードの追記事務が不要となることで，職員約１．５人分の業務量が削減とな

り，直結して増えている住民の待ち時間の減少につながるため，制度改正が必要と考える。 

通知カード追記発生要件 ＝ 転入・転居届出 

●Ｈ２７年度 

 転入届出数   １５，９９８件  

 転居届出数    ７，６８６件  

●住民基本台帳人口・世帯数（Ｈ２８年３月３１日現在） 

 人 口    ４１０，０３３人 

 世 帯    １７９，７６４世帯 

 世帯人口      ２．２８人 

●追記カード数 

 （１５，９９８+７，６８６）×２．２８ ＝ 約５４，０００枚 

●１件あたり追記時間 約３分 

●１年に増加する時間 

 ５４,０００枚 ×３分 ＝ ２，７００時間（３４８日分）⇒職員１．５人分の業務量 

○通知カードは住民票を要する全住民が所持しているものであり、住所異動が発生するたびに通知カードの追

記が必要となるため、住民の方の待ち時間が以前より多くなっている。 

 また、追記欄が小さいため、住所にアパート等の方書を含む場合に追記が複数行にわたり、欄がすぐに埋まり

再交付件数が多くなる。 

 税・社会保障の手続き時にマイナンバーを提示する際、通知カードは本人確認書類にあたらないため、通知カ

ードと本人確認書類を提示しなければならない現在の運用であれば、通知カードは番号提示書類という意味合

いが強いと思われ、住所異動まで厳格に記載する必要性はないと考える。 

 マイナンバーカードについては本人確認書類となるため追記が必要と考えるが、追記欄が小さいため、住所に

アパート等の方書を含む場合はすぐに埋まってしまう。シール等を張ることも認められていないため追記欄の拡

張を要望する。 

○当市においても、平成２７年度実績で、年間６５９２件の転居及び６５６６件の転入があることから、通知カード

及びマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が大きな負担となっている。特に、住民異動が集中する３

月～４月については、今年は追記事務が増えたこともあり、例年にも増して窓口での待ち時間が大幅に増加し、

多くの市民の方にご迷惑をかけることになった。本人確認書類とはならない通知カードについては、住所変更に

よる追記を不要とするよう制度を改正することによって、処理時間を短縮することができることから、窓口事務の

円滑な運用や市民の待ち時間の短縮を図ることが可能になる。                                

○住民異動及び外国人住民が多い本市では、住所変更があると通知カード・マイナンバーカード・住民基本台

帳カード・在留カード・特別永住者証明書の券面記載事項の追記欄への記載作業及び通知カードの表面記載事

項の追記欄がいっぱいになったことによる再交付申請作業（追記記載欄が 5 行しかなく、住所等を 2 回変更（住

所変更を記載するのに概ね 2 行を要する）すれば 3 回目には再交付申請が必要）が大きな負担となり、また、

住民異動が多い時期については市民の窓口での待ち時間増大の要因となっている。 

 また、市民が異動届出時に通知カードを提出しなかった場合、14 日以内に通知カード表面記載事項変更届を

提出し通知カードの表面記載事項を変更しなければならないとされている。 

 通知カードについては、本人確認書類にならない書類であるため、通知カードの表面記載事項の内容に変更

や住所異動があった場合についての手続き及び記載を厳格に行う必要はないと考える。 

 窓口事務の円滑な運用や市民の手続きの省略や待ち時間の短縮、通知カード再交付にかかる経費の削減の

ためにも通知カードの表面記載事項の変更届等については不要とするよう制度改正が必要と考える。 

○当市は外国人実習生の割合が多く、転入・転居の際に一度に 10～20 人がまとまって手続きされることもあ

る。外国人の異動の場合、異動届の入力のほかに在留カードに新たな居住地を記載し、さらに通知カード・個人

番号カードの券面変更事項を記載しなければならないため、その間対応する事務職員の数が不足し、一時的で

はあるが窓口での待ち時間増大の原因となっている。 

○マイナンバー制度開始に伴い、通知カードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に追加された。これ
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により、住所変更による通知カードへの追記だけでも、年間約６万３千枚の追記事務が増大し、住所異動の繁忙

期においては最大約７００枚/日の事務が増大している。 

 これにより、住民異動の窓口において事務処理時間及び待ち時間が増大し、区民サービス低下の大きな要因

となっている。また、増大した事務作業のための人件費も区市町村の大きな負担になっている。 

 この様な状況の中、次の理由により、通知カードの券面変更事項の追記事務について、「住所変更」について

は追記の対象から除外する本提案について賛同する。 

①通知カードの交付目的は個人番号を通知し当該個人番号を確認するためのものであり、一般的な本人確認

書類としては利用できない。また、個人番号の確認においては、通知カードに記載された氏名・生年月日により

対象個人を特定できるため、常に最新の住所を追記する必要性に欠ける。 

②通知カードの追記事務は法定受託事務の対象外とされているため、全国の区市町村において当該追記事務

のための費用負担が発生しているが、真に必要のない事務を見直すことにより、地方財政の健全化に寄与す

る。 

③都市部では人口流動が激しく、頻繁に住所異動を行う者も多く見受けられ、通知カード追記欄の余白が無くな

ることによる再交付が今後増大すると見込まれる。住所変更の追記を除外することにより、通知カード再交付件

数を抑制し、通知カード所持者の手続きの負担軽減、通知カードの再交付に係る経費（国庫補助）の削減が図ら

れる。 

○住民異動事務の際、通知カード及びマイナンバーカードに券面事項の追加が必要であるため、住民の待ち時

間が増えている。 

また、通知カードについては、カードを規定の大きさに裁断する必要があるが、裁断機は高額で購入が難しく、

裁断を手作業で対応しているため、住民異動が多い時期は、待ち時間の増大となっている。 

○通知カードの追記については、カードを切り取らずに持参する方が多いため、破かないように注意して切り取

り、誤りがないように二重チェックで住所等を記載しており、事務量の増大を生んでいる。 

 これに伴い、１件の異動処理にかかる時間も増大しており、住民の待ち時間は繁忙期最大５時間超となった。 

 また、転入・転居届出時に通知カードを持参しない住民も多く、後日そのために再来庁していただき、券面事項

変更届を記載していただく必要が生じ、住民にとっても手間となっている。 

 通知カードは本人確認書類とならないことは、総務省からの通知でも明らかにされており、券面記載事項の変

更に伴う追記は必要ないと考えられる。 

○マイナンバー制度開始に伴い、通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務

に追加された。 

従来の住民異動事務に追加されたこの追記事務は、様々な要因により住民異動が多い自治体では、作業の

量・時間において大きな負担となり、住民異動の多い時期は住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因とな

っている。 

当区においては、年間の転入者約 44,000 人（国外転入除く）、区内転居者約 30,000 人計 74､000 人全員の通

知カード、マイナンバーカードの券面記載（追記）をしなければならない。転入、転居以外にも戸籍届による氏名

変更に伴う券面記載も必要になる。マイナンバーカード、券面記載の変更の他に券面アプリケーション、券面入

力補助の更新、希望者には署名用電子証明書の更新を行わなければならない。また３～４月の繁忙期は、年間

の転入・転居届出の 40％が集中する。 

追記するのは、通知カード以外にも住基カードや在留カードもあるため、追記事務は自治体の大きな負担となっ

ている。 

通知カードは本来、個人番号を住民に通知するのが目的で、本人確認書類として使用できないので、変更事項

の券面記載は必要ないのではないか。番号制度上、個人番号と最新の住所の記載が必要ならば、コストがかか

るカード形式ではなく、改ざん防止用紙を用いた「個人番号通知」を住所等変更の度に統合端末または既存住

基端末から、印刷し交付する方式で十分ではないか。 

○通知カードは一般的な本人確認書類としては利用できないこと及びその主な目的が名称にもあるとおり本人

への番号通知であること並びに紙製のカードは保管状態次第で裏書が不能となる状態になりやすいことを踏ま

え,番号通知後のカード所持者の手続きの負担軽減及び混雑期における市区町村の事務負担の軽減のため,通

知カードヘの住所の裏書を廃止するよう要望する。 

実際の事務処理にあたっては、カードを持参しない例が散見され、裏書を実施できないことが多い。そのための

再来所を求めることの住民負担は極めて重い。加えて、カードの裏書欄に限りあることも勘案のうえ、住民異動

の多い時期は特に大都市圏では住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因となっていることも併せてその裏

書をしないことを切に要望するものである。 

 

各府省からの第１次回答 
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 マイナンバー制度においては、他人の個人番号を告知してなりすましを行う行為を防ぐため、個人番号の提供

を受ける場合には、本人確認を行うこととしています。 

 個人番号カードの交付を受けていない場合などにおいては、通知カードの記載事項及びそれを証する書類に

より本人確認を行うこととなりますが、通知カードの記載事項の変更を行わないこととすると、本人確認が適切に

行えなくなるおそれがあります。 

 したがって、マイナンバー法第７条第４項又は第５項により、通知カードに係る記載事項に変更があったとき

は、当該カードの追記欄等に変更に係る事項を記載することとしています。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合には、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又

は住所が記載されている書類の提示が必要とあるが、写真付の１点確認で良い本人確認書類には、氏名・生年

月日が記載されており、住所までの確認は不要となる。 

また、写真無の書類では、２点の提示であり、実際に提示される想定される書類には、氏名・住所より氏名・生年

月日の記載がされたものが主である。 

よって、通知カード上の住所が真正である必要はなく、通知カードの住所変更の記載を廃止することが必要であ

る。 

また、通知カードのみ住所変更がされていても、窓口業務の現状では、本人確認書類の住所も変更されていな

い事例は多く、逆に本人確認書類の住所は変更してあるが、通知カードは変更されていないというケースも多い

ことが見込まれる。 

通知カードと本人確認書類の記載内容の確認は、上記で述べたとおり、氏名・生年月日で十分であり、行政・民

間窓口での氏名・住所による本人確認の措置が実施できないことによる混乱をさけるためにも、氏名・住所での

確認は実施しないことが望ましく通知カードの住所変更の記載を廃止することが必要である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【柏市】 

 通知カードと本人確認書類の照合を行うに当たり，住所地の不整合については，地方公共団体の窓口であれ

ば，住基ネットでの住所履歴の確認により対応が可能である。 

 顔写真の入っている運転免許証，パスポートを本人確認書類として使用する場合でも，パスポートは自身で住

所の書換えが可能であることから，住所地の証明としては不適であり，運転免許証も住所変更手続きを行って

いなければ，通知カードに記載の住所地との不整合は起こりえてしまう。その場合でも，氏名＋生年月日で照合

することとなるため問題はない。 

 住所地と異なり，生年月日は不変であり，本人確認の情報としては，より確実性の高い情報であることから，照

合の際は，氏名＋生年月日の組み合わせを最優先とすることで，殆どのケースは対応が可能である（実際，番

号法施行規則第１条第３項に示す本人確認書類（保険証，年金手帳等）に加え，住民票や印鑑登録証等にも氏

名，生年月日は記載されている。） 

 総務省が懸念する，住基ネットが使用できない民間事業者においては，本人確認書類として使用する書類に

ついて，相手方に対し，氏名＋生年月日の入っているものを優先して持参するよう求めることと合わせて，社内

に同姓同名且つ生年月日まで合致する者が２人以上いないことが確認できれば，通知カードにおける住所地の

不一致は不問とすることで，この問題は解決すると考える。 

 これらの措置により，通知カードの追記の大半は不要となり，市民の待ち時間及び行政側の負担の軽減が図

られることは，双方にとって利益となるのではないか。 

【新宿区】 

 個人番号利用事務等実施者が本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合において、出生の年月

日の記載のある書類の提示を受ける場合は、通知カードの氏名及び出生の年月日により確認を行うため、住所

の確認は必要とされていない。 

 このため、運転免許証、旅券、在留カード、各種保険証等の他、出生の年月日の記載のある書類を有している

大半の国民にとってみれば、住所変更の都度課されている通知カードの提示及び券面記載事項の変更義務は

無用ではないか。特に、外国人住民は出生の年月日の記載のある在留カード等を有しているため、そのほぼ全

てにおいて通知カードの住所は必要とされていないと考えるが如何か。 

 なお、出生の年月日の記載のない書類の提示を受けるケースに対応するためには、住所変更に係る通知カー

ドの券面記載事項の変更手続きを義務化せずとも、本人の希望により行えるよう取り扱いを改めることにより対

応が可能ではないか。 
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【練馬区】 

 提案自治体である豊田市の他、30 近くの自治体が共同提案に連なっていることからも、本事務が多くの住民

や自治体に負担になっていることは明らかである。住所等を変更するためには変更がある世帯全員の「通知カ

ード」を窓口に持参し、自治体の職員が全員分のカードの住所等を追記する必要がある。一方で「通知カード」の

未交付率（当区は全世帯の約 2.2％）も少なくなく、住所変更の際に通知カードを持参しない者も約２～３割存在

しているのが実態である。その対応（自治体においては案内・電話対応、カードの再送・再作成などの費用・人

員の負担、通知カードの未受領や持参しなかった者の再来庁等に係る住民負担など）も住民と自治体の負担と

なっている。 

 国の回答にある番号法の本人確認の措置は、不正を防止するために適切に行わらなければならないが、住民

や自治体の負担を考えると「通知カード」の住所等に固執する必要はないのではないか。また、個人番号を証す

るものとして「通知カード」はカードである必要はないのではないか。現在の住所等が記載されていない「通知カ

ード」が提示された場合は、別の書類などを提示することで確認するなど、住民と自治体の負担にならない方法

を検討すべきではないか。例えば、住民が住所等変更した場合は必要に応じて転入届出の際に自治体の統合

端末で最新の住所・氏名・個人番号が記載されている「個人番号通知」（A４判改ざん防止様式もしくはコンビニ

交付で導入している）を交付するなどの方法で十分ではないかと考える。よって、住民や自治体の負担が大きい

「通知カード」の住所変更追記を行わなくても、番号法の本人確認措置が適切に行えるよう法令等を整備し、本

提案のとおり「通知カード」の住所変更追記事務を廃止するよう望む。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、総務省から、本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合には、本人

確認書類として生年月日の記載のない書類を提示するケースにおいては氏名及び住所が通知カードの記載と

一致していることを確認することになるが、通知カードに記載のある住所について変更の措置を講じていない場

合には、住所の記載が不一致となり、本人確認ができないとの趣旨の発言があったところである。しかしながら、

多くの地方公共団体から提案がなされていることを踏まえれば、現場には追記に係る事務負担等の支障があ

り、かつ、通知カードの住所変更をなくしても制度運用は可能であるという判断が地方公共団体にはあるのでは

ないか。 

○ 例えば、住所変更をした者については、住所変更が確認できる書類とセットで提出等を求める等の措置をと

れば、本人確認には支障がないのではないか。 

 また、本人確認の制度の厳格な運用と、地方公共団体における住所変更の追記事務による職員の負担とそ

れに伴う待ち時間の増大による住民サービスの低下、追記を受けるための来庁に伴う住民の負担等を考慮して

制度の見直しをすべきではないか。 

 これらの点について、関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

①第１次回答においては、個人番号利用事務等実施者が、個人番号の提供を受けるときは、番号利用法第１６

条より、本人確認の措置が必要となり、本人確認として通知カードを提示する際には、番号利用法施行規則第１

条第１項第２号より、併せて通知カードに記載されたものと同一の氏名及び出生の年月日、又は、氏名及び住

所が記載されている書類の提示が必要となるところ、出生の年月日の記載のない書類を提示するケースにおい

ては氏名及び住所が通知カードの記載と一致していることを確認することとなるが、通知カードに記載のある住

所について変更の措置を講じていない場合には、住所の記載が不一致となり、本人確認が出来ないこととなり、

不都合が生じるため、住所の変更について通知カードに追記することとされている旨、回答したところ。 

②専門部会からの主な再検討の視点においては、「例えば、住所変更をした者については、住所変更が確認で

きる書類とセットで提出等を求める等の措置をとれば本人確認には支障がないのではないか」との指摘がある。

この点については、確かに、変更後の住所が確認できる書類を持参することは、本人であることを一定証明する

資料とはなるが、通知カードに記載された住所と不一致である場合については、本人確認として不十分である。

併せて提示される書類の記載が通知カードの記載と一致していることが求められる趣旨は、通知カードは市町

村により送付され、記載の変更も市町村により行われる点に、高度の信頼性があるところ、個人番号の提供とい

う厳格に本人確認を実施するべき場面においては、当該通知カードの記載と、併せて提示される書類の記載が
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一致していることを求めるという点にある。 

③提案団体からの第一次回答に対する見解として、個人番号の提供を受ける際の本人確認として、通知カード

と併せて提示される書類としては氏名及び住所より氏名及び生年月日の記載がされたものが主であると想定さ

れる、とあるが、併せて提示される書類に生年月日の記載がない場合は氏名及び住所の記載の一致を確認す

ることが想定される以上、住所変更の追記を不要とすることはできない。 

④また、通知カードと併せて提示される書類自体の住所が変更されていないため、通知カードの住所の変更を

追記する必要性が乏しい旨の見解が示されているが、それは法令等に則り当該通知カードと併せて提示される

書類の更新を行うべきものであり、通知カードの住所変更の追記の必要性とは関係がない。 

⑤また、追加共同提案団体からの第一次回答に対する見解として、住所の記載が最新になっていない場合の

確認については、住基ネットを確認すればよいのではないかとあるが、②で述べた、併せて提示される書類の記

載が通知カードの記載と一致していることが求められる趣旨に鑑み、本人確認として不十分である。また、住基

ネットで確認できない個人番号利用事務等実施者の対応について、社内に同姓同名かつ生年月日の合致する

者がいないことが確認できれば住所の不一致を不問とする旨の提案があるが、特定の条件下における個別の

対応であり、制度を変更する事由とはならない。 

⑥なお、通知カードへの住所変更の追記が、市町村の事務の負担となっているとのことであるが、制度の根幹を

変更しない前提での対応について、要望等があれば実施可能かどうかも含め、引き続き検討する。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【内閣府】 

（８）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅵ）通知カードの住所変更追記に関する市町村の事務負担の軽減の在り方については、制度の運用実態や市

町村の意向に係る調査を行った上で、番号提供時における国民の利便性にも十分配慮しつつ、その結果を踏ま

えた適切な対応について検討し、平成 29 年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：総務省） 
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平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

総務省 最終的な調整結果 

 

管理番号 252 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

法令及び事務処理要領に定める通知カードの券面事項の住所変更追記事務の廃止 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省 

 

求める措置の具体的内容 

住所変更による券面事項の追記は不要に改正する。（事務処理要領の改正） 

 

具体的な支障事例 

マイナンバー制度開始に伴い、通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に

追加された。 

従来の住民異動事務に追加されたこの追記事務は、様々な要因により住民異動が多い自治体では、作業の

量・時間において大きな負担となり、住民異動の多い時期は住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因とな

っている。 

繁忙期の１月～５月では、200～300 件/１日を処理し、1 件について世帯員 4 名であった場合、最大 1,200 枚の

追記が必要となる。追記するのは、通知カード以外にも住基カードや在留カードもあるため、追記事務は自治体

の大きな負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住所変更による券面事項の追記を不要にした場合、転入・転居などの事務作業のうち通知カードへの記載時間

が不要となるため、住民の待ち時間の短縮が期待される。また、住所異動が多い住民は、追記欄不足が頻繁に

発生し、通知カードの再交付が必要となるが、住所異動による追記が対象外となれば、再交付件数が抑えら

れ、発行及び送付にかかる経費の削減を図ることができる。 

マイナンバーカードは、本人確認書類となるため、変更事項の追記は必要と考えるが、通知カードは、本人確認

書類にはならない書類であり、他に本人確認書類の提示が必要であるため、住所異動まで厳格に記載する必

要性はないと考える。 

窓口事務の円滑な運用や、住民待ち時間の短縮や通知カード再発行にかかる経費の削減のため制度改正が

必要と考える。 

 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 7 条第５項 

通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領第２－３（２） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

いわき市、川越市、所沢市、桶川市、銚子市、柏市、八王子市、新宿区、文京区、練馬区、川崎市、松本市、東

海市、尾張旭市、津市、大阪市、高槻市、広島市、宇部市、下松市、山陽小野田市、八幡浜市、北九州市、大牟

田市、久留米市、大分市、中津市 
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○本市は，東京に近いベッドタウンの性格を持ち，住民異動の届出を毎年多く受けている。 

 制度開始により，通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に追加された

ことで，業務量及びその所要時間が大きな負担となり，住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因になってい

る。 

 また，窓口対応に要する時間が増えたことで，他の業務が業務時間内に終わらず，時間外勤務に繋がるケー

スも多く発生している。 

 本人確認に使用できない通知カードの追記事務が不要となることで，職員約１．５人分の業務量が削減とな

り，直結して増えている住民の待ち時間の減少につながるため，制度改正が必要と考える。 

通知カード追記発生要件 ＝ 転入・転居届出 

●Ｈ２７年度 

 転入届出数   １５，９９８件  

 転居届出数    ７，６８６件  

●住民基本台帳人口・世帯数（Ｈ２８年３月３１日現在） 

 人 口    ４１０，０３３人 

 世 帯    １７９，７６４世帯 

 世帯人口      ２．２８人 

●追記カード数 

 （１５，９９８+７，６８６）×２．２８ ＝ 約５４，０００枚 

●１件あたり追記時間 約３分 

●１年に増加する時間 

 ５４,０００枚 ×３分 ＝ ２，７００時間（３４８日分）⇒職員１．５人分の業務量 

○通知カードは住民票を要する全住民が所持しているものであり、住所異動が発生するたびに通知カードの追

記が必要となるため、住民の方の待ち時間が以前より多くなっている。 

 また、追記欄が小さいため、住所にアパート等の方書を含む場合に追記が複数行にわたり、欄がすぐに埋まり

再交付件数が多くなる。 

 税・社会保障の手続き時にマイナンバーを提示する際、通知カードは本人確認書類にあたらないため、通知カ

ードと本人確認書類を提示しなければならない現在の運用であれば、通知カードは番号提示書類という意味合

いが強いと思われ、住所異動まで厳格に記載する必要性はないと考える。 

 マイナンバーカードについては本人確認書類となるため追記が必要と考えるが、追記欄が小さいため、住所に

アパート等の方書を含む場合はすぐに埋まってしまう。シール等を張ることも認められていないため追記欄の拡

張を要望する。 

○当市においても、平成２７年度実績で、年間６５９２件の転居及び６５６６件の転入があることから、通知カード

及びマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が大きな負担となっている。特に、住民異動が集中する３

月～４月については、今年は追記事務が増えたこともあり、例年にも増して窓口での待ち時間が大幅に増加し、

多くの市民の方にご迷惑をかけることになった。本人確認書類とはならない通知カードについては、住所変更に

よる追記を不要とするよう制度を改正することによって、処理時間を短縮することができることから、窓口事務の

円滑な運用や市民の待ち時間の短縮を図ることが可能になる。                                

○住民異動及び外国人住民が多い本市では、住所変更があると通知カード・マイナンバーカード・住民基本台

帳カード・在留カード・特別永住者証明書の券面記載事項の追記欄への記載作業及び通知カードの表面記載事

項の追記欄がいっぱいになったことによる再交付申請作業（追記記載欄が 5 行しかなく、住所等を 2 回変更（住

所変更を記載するのに概ね 2 行を要する）すれば 3 回目には再交付申請が必要）が大きな負担となり、また、

住民異動が多い時期については市民の窓口での待ち時間増大の要因となっている。 

 また、市民が異動届出時に通知カードを提出しなかった場合、14 日以内に通知カード表面記載事項変更届を

提出し通知カードの表面記載事項を変更しなければならないとされている。 

 通知カードについては、本人確認書類にならない書類であるため、通知カードの表面記載事項の内容に変更

や住所異動があった場合についての手続き及び記載を厳格に行う必要はないと考える。 

 窓口事務の円滑な運用や市民の手続きの省略や待ち時間の短縮、通知カード再交付にかかる経費の削減の

ためにも通知カードの表面記載事項の変更届等については不要とするよう制度改正が必要と考える。 

○当市は外国人実習生の割合が多く、転入・転居の際に一度に 10～20 人がまとまって手続きされることもあ

る。外国人の異動の場合、異動届の入力のほかに在留カードに新たな居住地を記載し、さらに通知カード・個人

番号カードの券面変更事項を記載しなければならないため、その間対応する事務職員の数が不足し、一時的で

はあるが窓口での待ち時間増大の原因となっている。 

○マイナンバー制度開始に伴い、通知カードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務に追加された。これ
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により、住所変更による通知カードへの追記だけでも、年間約６万３千枚の追記事務が増大し、住所異動の繁忙

期においては最大約７００枚/日の事務が増大している。 

 これにより、住民異動の窓口において事務処理時間及び待ち時間が増大し、区民サービス低下の大きな要因

となっている。また、増大した事務作業のための人件費も区市町村の大きな負担になっている。 

 この様な状況の中、次の理由により、通知カードの券面変更事項の追記事務について、「住所変更」について

は追記の対象から除外する本提案について賛同する。 

①通知カードの交付目的は個人番号を通知し当該個人番号を確認するためのものであり、一般的な本人確認

書類としては利用できない。また、個人番号の確認においては、通知カードに記載された氏名・生年月日により

対象個人を特定できるため、常に最新の住所を追記する必要性に欠ける。 

②通知カードの追記事務は法定受託事務の対象外とされているため、全国の区市町村において当該追記事務

のための費用負担が発生しているが、真に必要のない事務を見直すことにより、地方財政の健全化に寄与す

る。 

③都市部では人口流動が激しく、頻繁に住所異動を行う者も多く見受けられ、通知カード追記欄の余白が無くな

ることによる再交付が今後増大すると見込まれる。住所変更の追記を除外することにより、通知カード再交付件

数を抑制し、通知カード所持者の手続きの負担軽減、通知カードの再交付に係る経費（国庫補助）の削減が図ら

れる。 

○住民異動事務の際、通知カード及びマイナンバーカードに券面事項の追加が必要であるため、住民の待ち時

間が増えている。 

また、通知カードについては、カードを規定の大きさに裁断する必要があるが、裁断機は高額で購入が難しく、

裁断を手作業で対応しているため、住民異動が多い時期は、待ち時間の増大となっている。 

○通知カードの追記については、カードを切り取らずに持参する方が多いため、破かないように注意して切り取

り、誤りがないように二重チェックで住所等を記載しており、事務量の増大を生んでいる。 

 これに伴い、１件の異動処理にかかる時間も増大しており、住民の待ち時間は繁忙期最大５時間超となった。 

 また、転入・転居届出時に通知カードを持参しない住民も多く、後日そのために再来庁していただき、券面事項

変更届を記載していただく必要が生じ、住民にとっても手間となっている。 

 通知カードは本人確認書類とならないことは、総務省からの通知でも明らかにされており、券面記載事項の変

更に伴う追記は必要ないと考えられる。 

○マイナンバー制度開始に伴い、通知カードとマイナンバーカードの券面変更事項の追記事務が市区町村事務

に追加された。 

従来の住民異動事務に追加されたこの追記事務は、様々な要因により住民異動が多い自治体では、作業の

量・時間において大きな負担となり、住民異動の多い時期は住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因とな

っている。 

当区においては、年間の転入者約 44,000 人（国外転入除く）、区内転居者約 30,000 人計 74､000 人全員の通

知カード、マイナンバーカードの券面記載（追記）をしなければならない。転入、転居以外にも戸籍届による氏名

変更に伴う券面記載も必要になる。マイナンバーカード、券面記載の変更の他に券面アプリケーション、券面入

力補助の更新、希望者には署名用電子証明書の更新を行わなければならない。また３～４月の繁忙期は、年間

の転入・転居届出の 40％が集中する。 

追記するのは、通知カード以外にも住基カードや在留カードもあるため、追記事務は自治体の大きな負担となっ

ている。 

通知カードは本来、個人番号を住民に通知するのが目的で、本人確認書類として使用できないので、変更事項

の券面記載は必要ないのではないか。番号制度上、個人番号と最新の住所の記載が必要ならば、コストがかか

るカード形式ではなく、改ざん防止用紙を用いた「個人番号通知」を住所等変更の度に統合端末または既存住

基端末から、印刷し交付する方式で十分ではないか。 

○通知カードは一般的な本人確認書類としては利用できないこと及びその主な目的が名称にもあるとおり本人

への番号通知であること並びに紙製のカードは保管状態次第で裏書が不能となる状態になりやすいことを踏ま

え,番号通知後のカード所持者の手続きの負担軽減及び混雑期における市区町村の事務負担の軽減のため,通

知カードヘの住所の裏書を廃止するよう要望する。 

実際の事務処理にあたっては、カードを持参しない例が散見され、裏書を実施できないことが多い。そのための

再来所を求めることの住民負担は極めて重い。加えて、カードの裏書欄に限りあることも勘案のうえ、住民異動

の多い時期は特に大都市圏では住民にとっても窓口での待ち時間増大の要因となっていることも併せてその裏

書をしないことを切に要望するものである。 

 

各府省からの第１次回答 
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 個人番号利用事務等実施者が、個人番号の提供を受けるときは、 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）第１６条の規定により、本人確認の措置として、

一般的には個人番号カードの提示か通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであ

ることを証するものとして主務省令で定める書類の提示が必要となる。 

 本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合には、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日

又は住所が記載されている書類の提示が必要となるところ、出生の年月日の記載のない書類を提示するケース

においては氏名及び住所が通知カードの記載と一致していることを確認することとなるが、通知カードに記載の

ある住所について変更の措置を講じていない場合には、住所の記載が不一致となり、個人番号の提供の際の

本人確認ができないこととなる。 

 このために、番号利用法等において、通知カードの追記欄に、変更に係る事項の記載が必要としているところ

である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合には、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又

は住所が記載されている書類の提示が必要とあるが、写真付の１点確認で良い本人確認書類には、氏名・生年

月日が記載されており、住所までの確認は不要となる。 

また、写真無の書類では、２点の提示であり、実際に提示される想定される書類には、氏名・住所より氏名・生年

月日の記載がされたものが主である。 

よって、通知カード上の住所が真正である必要はなく、通知カードの住所変更の記載を廃止することが必要であ

る。 

また、通知カードのみ住所変更がされていても、窓口業務の現状では、本人確認書類の住所も変更されていな

い事例は多く、逆に本人確認書類の住所は変更してあるが、通知カードは変更されていないというケースも多い

ことが見込まれる。 

通知カードと本人確認書類の記載内容の確認は、上記で述べたとおり、氏名・生年月日で十分であり、行政・民

間窓口での氏名・住所による本人確認の措置が実施できないことによる混乱をさけるためにも、氏名・住所での

確認は実施しないことが望ましく通知カードの住所変更の記載を廃止することが必要である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【柏市】 

 通知カードと本人確認書類の照合を行うに当たり，住所地の不整合については，地方公共団体の窓口であれ

ば，住基ネットでの住所履歴の確認により対応が可能である。 

 顔写真の入っている運転免許証，パスポートを本人確認書類として使用する場合でも，パスポートは自身で住

所の書換えが可能であることから，住所地の証明としては不適であり，運転免許証も住所変更手続きを行って

いなければ，通知カードに記載の住所地との不整合は起こりえてしまう。その場合でも，氏名＋生年月日で照合

することとなるため問題はない。 

 住所地と異なり，生年月日は不変であり，本人確認の情報としては，より確実性の高い情報であることから，照

合の際は，氏名＋生年月日の組み合わせを最優先とすることで，殆どのケースは対応が可能である（実際，番

号法施行規則第１条第３項に示す本人確認書類（保険証，年金手帳等）に加え，住民票や印鑑登録証等にも氏

名，生年月日は記載されている。） 

 総務省が懸念する，住基ネットが使用できない民間事業者においては，本人確認書類として使用する書類に

ついて，相手方に対し，氏名＋生年月日の入っているものを優先して持参するよう求めることと合わせて，社内

に同姓同名且つ生年月日まで合致する者が２人以上いないことが確認できれば，通知カードにおける住所地の

不一致は不問とすることで，この問題は解決すると考える。 

 これらの措置により，通知カードの追記の大半は不要となり，市民の待ち時間及び行政側の負担の軽減が図

られることは，双方にとって利益となるのではないか。 

【新宿区】 

 個人番号利用事務等実施者が本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合において、出生の年月

日の記載のある書類の提示を受ける場合は、通知カードの氏名及び出生の年月日により確認を行うため、住所

の確認は必要とされていない。 

 このため、運転免許証、旅券、在留カード、各種保険証等の他、出生の年月日の記載のある書類を有している

大半の国民にとってみれば、住所変更の都度課されている通知カードの提示及び券面記載事項の変更義務は

無用ではないか。特に、外国人住民は出生の年月日の記載のある在留カード等を有しているため、そのほぼ全
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てにおいて通知カードの住所は必要とされていないと考えるが如何か。 

 なお、出生の年月日の記載のない書類の提示を受けるケースに対応するためには、住所変更に係る通知カー

ドの券面記載事項の変更手続きを義務化せずとも、本人の希望により行えるよう取り扱いを改めることにより対

応が可能ではないか。 

【練馬区】 

 提案自治体である豊田市の他、30 近くの自治体が共同提案に連なっていることからも、本事務が多くの住民

や自治体に負担になっていることは明らかである。住所等を変更するためには変更がある世帯全員の「通知カ

ード」を窓口に持参し、自治体の職員が全員分のカードの住所等を追記する必要がある。一方で「通知カード」の

未交付率（当区は全世帯の約 2.2％）も少なくなく、住所変更の際に通知カードを持参しない者も約２～３割存在

しているのが実態である。その対応（自治体においては案内・電話対応、カードの再送・再作成などの費用・人

員の負担、通知カードの未受領や持参しなかった者の再来庁等に係る住民負担など）も住民と自治体の負担と

なっている。 

 国の回答にある番号法の本人確認の措置は、不正を防止するために適切に行わらなければならないが、住民

や自治体の負担を考えると「通知カード」の住所等に固執する必要はないのではないか。また、個人番号を証す

るものとして「通知カード」はカードである必要はないのではないか。現在の住所等が記載されていない「通知カ

ード」が提示された場合は、別の書類などを提示することで確認するなど、住民と自治体の負担にならない方法

を検討すべきではないか。例えば、住民が住所等変更した場合は必要に応じて転入届出の際に自治体の統合

端末で最新の住所・氏名・個人番号が記載されている「個人番号通知」（A４判改ざん防止様式もしくはコンビニ

交付で導入している）を交付するなどの方法で十分ではないかと考える。よって、住民や自治体の負担が大きい

「通知カード」の住所変更追記を行わなくても、番号法の本人確認措置が適切に行えるよう法令等を整備し、本

提案のとおり「通知カード」の住所変更追記事務を廃止するよう望む。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、総務省から、本人確認の措置として通知カードの提示を受ける場合には、本人

確認書類として生年月日の記載のない書類を提示するケースにおいては氏名及び住所が通知カードの記載と

一致していることを確認することになるが、通知カードに記載のある住所について変更の措置を講じていない場

合には、住所の記載が不一致となり、本人確認ができないとの趣旨の発言があったところである。しかしながら、

多くの地方公共団体から提案がなされていることを踏まえれば、現場には追記に係る事務負担等の支障があ

り、かつ、通知カードの住所変更をなくしても制度運用は可能であるという判断が地方公共団体にはあるのでは

ないか。 

○ 例えば、住所変更をした者については、住所変更が確認できる書類とセットで提出等を求める等の措置をと

れば、本人確認には支障がないのではないか。 

また、本人確認の制度の厳格な運用と、地方公共団体における住所変更の追記事務による職員の負担とそれ

に伴う待ち時間の増大による住民サービスの低下、追記を受けるための来庁に伴う住民の負担等を考慮して制

度の見直しをすべきではないか。 

これらの点について、関係府省において早急に検討いただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

①第１次回答においては、個人番号利用事務等実施者が、個人番号の提供を受けるときは、番号利用法第１６

条より、本人確認の措置が必要となり、本人確認として通知カードを提示する際には、番号利用法施行規則第１

条第１項第２号より、併せて通知カードに記載されたものと同一の氏名及び出生の年月日、又は、氏名及び住

所が記載されている書類の提示が必要となるところ、出生の年月日の記載のない書類を提示するケースにおい

ては氏名及び住所が通知カードの記載と一致していることを確認することとなるが、通知カードに記載のある住

所について変更のの措置を講じていない場合には、住所の記載が不一致となり、本人確認が出来ないこととな

り、不都合が生じるため、住所の変更について通知カードに追記することとされている旨、回答したところ。 

②専門部会からの主な再検討の視点においては、「例えば、住所変更をした者については、住所変更が確認で

きる書類とセットで提出等を求める等の措置をとれば本人確認には支障がないのではないか」との指摘がある。

この点については、確かに、変更後の住所が確認できる書類を持参することは、本人であることを一定証明する
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資料とはなるが、通知カードに記載された住所と不一致である場合については、本人確認として不十分である。

併せて提示される書類の記載が通知カードの記載と一致していることが求められる趣旨は、通知カードは市町

村により送付され、記載の変更も市町村により行われる点に、高度の信頼性があるところ、個人番号の提供とい

う厳格に本人確認を実施するべき場面においては、当該通知カードの記載と、併せて提示される書類の記載が

一致していることを求めるという点にある。 

③提案団体からの第一次回答に対する見解として、個人番号の提供を受ける際の本人確認として、通知カード

と併せて提示される書類としては氏名及び住所より氏名及び生年月日の記載がされたものが主であると想定さ

れる、とあるが、併せて提示される書類に生年月日の記載がない場合は氏名及び住所の記載の一致を確認す

ることが想定される以上、住所変更の追記を不要とすることはできない。 

④また、通知カードと併せて提示される書類自体の住所が変更されていないため、通知カードの住所の変更を

追記する必要性が乏しい旨の見解が示されているが、それは法令等に則り当該通知カードと併せて提示される

書類の更新を行うべきものであり、通知カードの住所変更の追記の必要性とは関係がない。 

⑤また、追加共同提案団体からの第一次回答に対する見解として、住所の記載が最新になっていない場合の

確認については、住基ネットを確認すればよいのではないかとあるが、②で述べた、併せて提示される書類の記

載が通知カードの記載と一致していることが求められる趣旨に鑑み、本人確認として不十分である。また、住基

ネットで確認できない個人番号利用事務等実施者の対応について、社内に同姓同名かつ生年月日の合致する

者がいないことが確認できれば住所の不一致を不問とする旨の提案があるが、特定の条件下における個別の

対応であり、制度を変更する事由とはならない。 

⑥なお、通知カードへの住所変更の追記が、市町村の事務の負担となっているとのことであるが、制度の根幹を

変更しない前提での対応について、要望等があれば実施可能かどうかも含め、引き続き検討する。 

 

平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

６【総務省】 

（10）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平 25 法 27） 

（ⅵ）通知カードの住所変更追記に関する市町村の事務負担の軽減の在り方については、制度の運用実態や市

町村の意向に係る調査を行った上で、番号提供時における国民の利便性にも十分配慮しつつ、その結果を踏ま

えた適切な対応について検討し、平成 29 年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：内閣府） 

通番51
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